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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員数の推移 

    令和 3 年から令和 7 年の 4 月 1 日現在の職員数の状況は、次の表のとおりです。 

年度 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 

職員数 
人 人 人 人 人

8 8 7 6 6 

増減数 
人 人 人 人 人

0 0 -1 -1 0 

※ 職員数は、一般職に属する職員数で、総務省の地方公共団体定員管理調査報告値です。 

(2) 部門別職員数の状況移 

    令和 6 年及び令和 7 年の 4 月 1 日現在の部門別職員数の状況は、次の表のとおりです。 

         区 分 

部 門 

職 員 数 
対前年増減数 

令和 6年 令和 7年 

一般行政部門 衛  生 6 人 6 人 0 人 

※ 職員数は、一般職に属する職員数で、総務省の地方公共団体定員管理調査報告値です。 
 
(3) 年齢別職員構成の状況 

    令和 7年 4月 1 日現在の年齢別職員構成の状況は、次の表のとおりです。 

区 分 

20

歳 

未満 

20
歳 

24
歳 

28
歳 

32
歳 

36
歳 

40
歳 

44
歳 

48
歳 

52
歳 

56
歳 

60

歳 

以上 

計 
          

䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 

23
歳 

27
歳 

31
歳 

35
歳 

39
歳 

43
歳 

47
歳 

51
歳 

55
歳 

59
歳 

職員数 
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 

構成比 
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 66.7 16.7 100 

(4) 職員採用の状況 

再任用職員 合計 

1 人 1 人 

 

 (5) 職員退職の状況 

    令和 6 年度に退職した職員数は、次の表のとおりです。 

定年退職 勧奨退職 その他 合計 

0 人 0 人 0 人 0 人 
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２ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況 

    令和 6 年度の普通会計決算における人件費の状況は、次の表のとおりです。 

歳出額 (A) 実質収支 人件費 (B) 
人件費率 
(B/A) 

2,125,581 千円 54,517 千円 72,117 千円 3.4 ％ 

   ※ 人件費には、職員給与だけでなく特別職給与、各委員等報酬、議員報酬などを含んでいます。 

(2) 職員給与費の状況 

    令和 7 年度の普通会計の当初予算における職員給与費の状況は、次の表のとおりです。 

給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

31,968千円 5,958 千円 13,082 千円 51,008 千円 

   ※ 職員手当には、退職手当を含んでいません。 

(3) 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 

    令和7年4月1日現在における職員の平均給料月額及び平均年齢の状況は、次の表のとおりです。 

区  分 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職 384,083 円 57.8 歳 

(4) 職員の初任給の状況 

    令和 7年 4月 1 日現在における職員の初任給の状況は、次の表のとおりです。 

区  分 決定初任給 採用2年経過日給料月額 

一般行政職 
大学卒 223,000 円 232,200 円 

高校卒 191,300 円 204,400 円 

(5) 一般行政職の級別職員数の状況 

    令和 7年 4月 1 日現在における一般行政職の級別職員数の状況は、次の表のとおりです。 

区分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 

計 標準的な 

職務内容 
主事 主事 主査 主幹 主幹 課長 課長 部長 

職員数 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人 3 人 0 人 1 人 6 人 

構成比 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 50.0% 0.0% 16.7% 100% 

   ※ 1 「越前市職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員数です。 

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 
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(6) 職員手当の状況 

  ① 扶養手当等 

令和 7 年 4 月 1 日現在における主な職員手当の状況は、次の表のとおりです。 

 南越清掃組合 国 

扶養

手当 

(1) 配偶者 3,000円 
(2) 配偶者以外の扶養親族 
① 1人につき11,500円 
② 満16歳年度初めから満22歳年度末までの間
にある子1人につき、5,000円を加算 

③父母等１人につき3,500円～6,500円 

(1) 配偶者 3,000円 
(2) 配偶者以外の扶養親族 
① 1人につき11,500円 
② 満16歳年度初めから満22歳年度末までの間
にある子1人につき、5,000円を加算 

③父母等１人につき3,500円～6,500円 

   

 南越清掃組合 国 

住居

手当 

(1) 借家・借間等 
 ① 家賃27,000円以下の場合 
   家賃－16,000円 
 ② 家賃27,000円を超え61,000円未満 
   (家賃－27,000円)/2＋11,000円 
 ③家賃61,000円以上 

 28,000円 

(1) 借家・借間等 
 ① 家賃27,000円以下の場合 
   家賃－16,000円 
 ② 家賃27,000円を超え61,000円未満 
   (家賃－27,000円)/2＋11,000円 
 ③家賃61,000円以上 

 28,000円 
  

   

 南越清掃組合 国 

通勤

手当 

(1) 交通機関利用者 
  6箇月定期券等の価額による一括支給 
  全額支給限度額:150,000円 
(2) 乗用車等使用者 距離区分に応じ2,000円～ 

(1) 交通機関利用者 
  6箇月定期券等の価額による一括支給 
  全額支給限度額:150,000円 
(2) 乗用車等使用者 距離区分に応じ2,000円～ 

   

 南越清掃組合（令和４年５月施行） 国 

期末

手当 
勤勉

手当 

 

   期末手当 勤勉手当 

 6月期 1.225月 1.025月 

12月期 1.275月 1.075月 

計 2.5月 2.1月 

職制上の段階、職務の 

級等による加算措置 
有 

 

 

   期末手当 勤勉手当 

 6月期 1.225月 1.025月 

12月期 1.275月 1.075月 

計 2.5月 2.1月 

職制上の段階、職務の 

級等による加算措置 
有 

 

   

 南越清掃組合 国 

退職

手当 

 

   自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 19.6695月 24.586875月 

勤続25年 28.0395月 33.27075月 

勤続35年 39.7575月 47.709月 

最高限度額 47.709月 47.709月 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

(2％～20％加算) 
 

 

   自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 19.6695月 24.586875月 

勤続25年 28.0395月 33.27075月 

勤続35年 39.7575月 47.709月 

最高限度額 47.709月 47.709月 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

(3％～45％加算) 
 

 

管理職手当 
管理、監督の職にある職員に一定額を支給 

［理事級 80,000 円～100,000 円、副理事級 65,000 円、参事級 43,000 円～60,000 円］ 
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  ② 特殊勤務手当 

令和 6 年度における特殊勤務手当の状況は、ありません。 

  ③ 時間外勤務手当 

   令和 6 年度における時間外勤務手当の状況は、次の表のとおりです。 

時間外勤務手当 
支給実績 793 千円 

支給職員 1 人当たりの平均支給年額 396 千円 

(7) 特別職の給料、報酬等の状況 

    令和 7年 4月 1 日現在における特別職の給料、報酬等の状況は、次の表のとおりです。 

区  分 給料月額等 期末手当 

給 料 
管理者 － 

   － 

副管理者 － 

報 酬 

議 長 2,700 円 

副議長 2,500 円 

議 員 2,400 円 

   ※ 南越清掃組合の管理者及び副管理者は、構成市町の首長又越前市副市長が兼任しているため、支給してお

りません。 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間等の状況 

    令和 7年 4月 1 日現在における職員の勤務時間は、原則として次の表のとおりです。 

1 週間の勤務時間 勤務時間 休憩時間 

38 時間 45 分 8:30～17:15 12:00～13:00 

  ※ 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員は、上記以外の勤務時間の割振り

によります。 

(2) 年次有給休暇の取得状況 

   令和 6年 1月 1 日から令和 6 年 12 月 31 日までの職員の年次有給休暇の取得状況は、次の表のとおりです。 

休暇期間 平均取得日数 

1 年あたり 20 日間付与 
（20 日を限度に翌年に繰り越すことができる。） 5.5 日 

(3) その他の休暇の状況 

令和 6 年度の職員のその他の休暇の状況は、次の表のとおりです。 

休暇の種類 休暇期間 令和6年度の取得状況 

病  気  休  暇 
負傷又は疾病：90 日以内 

（新型コロナウイルス感染症療養のための病気休暇を含む） 
3 人 

特
別
休
暇
䥹
主
な
も

の
䥺 

結 婚 休 暇 5 日以内 0 人 

産 前 休 暇 出産予定日までの 6 週間（多胎の場合 14 週） 0 人 

産 後 休 暇 出産の日の翌日から 8 週間 0 人 

忌    引 親族の続柄に応じ、1 日から 10 日以内 0 人 

夏 季 休 暇 5 月から 10 月までの期間内に 5 日以内 平均 2.8 日 

子の看護休暇 一の年において 5 日以内 0 人 

出産補助休暇 入院から出産後 2 週間までの期間内に 2 日以内 0 人 

介  護  休  暇 連続する 6 月の期間内において必要と認める期間 0 人 

(4) 育児休業の状況 

令和 6 年度の職員の育児休業の状況は、次の表のとおりです。 

区分 
育児休業 

取得者数 

育児休業承認期間 

6月以下 
6月超え 

1年以下 

1年超え 

1年6月以下 

1年6月超え 

2年以下 

2年超え 

2年6月以下 
2年6月超え 

男性職員  0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員  0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況 

分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の観点から、心身の故障などの事由により職員が

その職責を十分に果たすことができない場合などに、職員の意に反して行う不利益な処分で、降任、免職、休職、

降給があります。 

令和 6 年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。 

区  分 処分者数 処分事由 

降  任 0 人 － 

免  職 0 人 － 

休  職 0 人 － 

降  給 0 人 － 

 (2) 懲戒処分の状況 

    懲戒処分とは、公務における規律及び秩序を維持するため、職員に法令違反や職務上の義務違反など公務員と

してふさわしくない非行があった場合に、その道義的責任を問う制裁としての処分で、戒告、減給、停職、免職

があります。 

令和 6 年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。 

区  分 処分者数 処分事由 

戒  告 0 人 － 

減  給 0 人 － 

停  職 0 人 － 

免  職 0 人 － 

※ 同一の職員が、複数回にわたって懲戒処分に付された場合、その数は重複して計上しています。 

５ 職員の服務の状況 

(1) 服務規律の遵守に関する取組状況 

    地方公務員法（以下「法」という。）第 30 条では、「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤

務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という服務の根本基準が

規定されています。また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（法第 32 条）、信用失墜行為の

禁止（法第 33 条）、秘密を守る義務（法第 34 条）、職務に専念する義務（法第 35 条）、政治的行為の制限（法第

36 条）、争議行為等の禁止（法第 37 条）、営利企業等の従事制限（法第 38 条）などが定められています。 

    本組合においても、南越清掃組合職員倫理条例により、住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公

務に対する住民の信頼を確保し、公正かつ民主的な行政の運営に努めています。 

    こうした中、服務規律の遵守については、会議や研修等の機会を通じて、または、通知文等により職員に対し

て、綱紀粛正及び服務規律の周知徹底を図っています。 

 

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況 

    職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職務に専念する義務があり

ますが（法第 35 条）、合理的な理由がある場合は、限定的にその免除が認められています。本組合では、職務に

専念する義務の特例に関する条例において、①研修を受ける場合、②厚生に関する計画の実施に参加する場合、

③その他管理者が定める場合において、職務専念義務を免除しています。 
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(3) 営利企業等従事制限に係る許可の状況 

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体

の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる

事業若しくは事務にも従事してはならない（法第38条）とされています。 

令和 6 年度の営利企業等従事制限に係る許可の状況は、次の表のとおりです。 

申請件数 許可件数及び人数 申請内容 

0 件 0 件（0 人） － 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 研修の状況 

地方公務員法において、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられな

ければならない（第 39 条）」とされています。各種研修機関が実施する研修に職員を参加させるとともに、内部

研修を実施し、知識技能の修得及び向上に努めています。 

令和 6 年度に実施した研修は次のとおりです。 

①  南越清掃組合独自研修(越前市と共催) 

研 修 名 内  容 受講者数 

所属長研修 
職員の効率的な公務遂行と市民満足度の高い行政運営を図るための

研修 
2 人 

リモートラーニング 

デジタル人材のための

基礎研修 

最新のセキュリティ対策や個人情報の取扱いに関する一般知識の習

得及び意識レベルの向上を目的とした研修 
6 人 

交通安全講習会 職員の交通安全に対する意識を更に高めることを目的に研修を実施 1 人 

一般廃棄物(ごみ)実務

管理者講習 

一般廃棄物処理を適正に遂行するために必要な法令等の最新知識を

習得する 
2 人 

安全衛生委員会研修 職員の危険及び健康障害を防止する対策に関する研修 1 人 

健康管理担当者研修会 職員の健康管理の把握と改善方法、特定保健指導の有用性を学ぶ 1 人 

②  委託（福井県自治研修所）研修 

研 修 名 内  容 受講者数 

ステップ１研修 令和 6 年 4 月 1 日現在、概ね 25 歳の職員を対象 0 人 

ステップ２研修 令和 6 年 4 月 1 日現在、概ね 30 歳の職員を対象 0 人 

ステップ３研修 令和 6 年 4 月 1 日現在、概ね 35 歳の職員を対象 0 人 

ステップ４研修 令和 6 年 4 月 1 日現在、概ね 40 歳の職員を対象 0 人 

パワーアップ研修各種講座 行政法など 33 の各種講座 0 人 

③  その他研修 

研 修 名 内  容 受講者数 

安全衛生講習会 
職員、および委託業者を対象に、交通安全・労働安

全衛生に対する意識の高揚及び事故根絶を図る。 
6 人 
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(2) 勤務成績の評定の状況 

    管理職員については、職員相互による勤務評定（上司と部下が相互に勤務状況等を評定する。）を実施し、目的

達成度の高揚を図り、令和 7年 4 月の人事異動に反映しました。 

    また、一般職員については、所属長及び部長等による評定を実施しています。 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 福利厚生の状況 

   職員の共済制度については、福井県市町村職員共済組合が、組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上を

目的に、病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して給付を行う「短期給付事業」、退職・障害又は死亡に対

して年金又は一時金の給付を行う「長期給付事業」及び健康保持増進事業や住宅資金等の貸付けを行う「福祉事

業」の３つの事業を行っています。 

組合においては、地方公務員法第 42 条の規定に基づき、職員の福利厚生事業を「越前市職員共済会（職員に

よる互助組織で条例により設置が認められた団体）」と共同で行っています。越前市職員共済会は、職員掛金と、

越前市負担金・組合負担金（給料月額 2/1000）で運営しています。この負担金においては、健康管理のための人

間ドック助成、体育・文化事業等を行っています。 

(2) 安全衛生対策の状況 

    労働安全衛生法第 19 条の規定に基づき、越前市安全衛生委員会に加入し（会長 1 名、委員 9 名）、職場巡視・

点検による働きやすい職場づくりや、安全衛生幹事会・研修会、産業医の相談面接等による健康の保持増進、心

身の疾患による休業者の職場復帰支援を図っています。 

    また、労働安全衛生規則第 16 条の規定に基づく全職員を対象とした職員の定期健康診断（1回/年）の実施、特

定職場におけるB型肝炎ワクチン、破傷風などの予防接種を行っています。 

(3) セクシャル・ハラスメント対策 

    セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程に基づき、セクシャル・ハラスメントを防止し、及び排除す

るために職員が認識すべき事項、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員がとるべ

き対応等についての指針を定め、周知徹底を図っています。今後も継続してハラスメント等の被害の予防に努め

ます。 

(4) 公務災害発生状況 

    公務災害補償制度は、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員が公務上の災害又は通勤による災害を受け

た場合に、地方公務員災害補償基金がその損害を補償する制度です。 

    令和 6 年度の公務災害発生状況は、次の表のとおりです。 

区 分 
認定件数 

負傷 疾病 計 

公務災害 0 0 0 

通勤災害 0 0 0 

計 0 0 0 

 

８ 勤務条件に関する措置の要求状況 

(1) 制度の概要 

措置要求の制度は、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適切な措置を求める要求があった場合

に、福井県人事委員会（本組合では、公平委員会に関する事務を福井県人事委員会に委託しています。）が必要な

審査をしたうえで判定を行い、あるいは、あっせん又はこれに準ずる方法で事案の解決に当たるものです。 

(2) 件数及び処理状況 
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    福井県人事委員会において、令和6年度に勤務条件に関する措置の要求として取り扱った事案はありませんでし

た。 

 

９ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

(1) 制度の概要 

    不利益処分についての不服申立制度は、職員からその意に反して降給、降任、休職、免職その他不利益な処分

又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、福井県人事委員会が事案ごとに審理を行い、作成した調

書に基づき、処分を承認し、又は修正し、若しくは取り消す判定を行います。 

(2) 件数及び処理状況 

    福井県人事委員会において、令和 6 年度に不利益処分に関する申立てとして取り扱った事案はありませんでし

た。 


